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鎌倉都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更（神奈川県決定）

都市計画住宅市街地の開発整備の方針を次のように変更する。

住宅市街地の開発整備の方針

「別添のとおり」
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理 由 書

本区域における実現すべき住宅市街地のあり方、良好な住宅市街地の整備又は開発の方針を定め、

良好な居住環境の整備、誘導を図るため、本案のとおり変更するものです。
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理 由 書

本区域における実現すべき住宅市街地のあり方、良好な住宅市街地の整備又は開発の方針を定め、

良好な居住環境の整備、誘導を図るため、本案のとおり変更するものです。

鎌倉・住宅－1 

１ 住宅市街地の開発整備の目標と整備開発の方針 

(１) 住宅市街地の開発整備の目標 

本区域については、すぐれた歴史的・自然環境とゆとりある良好な住宅地で構成されてお

り、これら鎌倉らしさを維持発展させていく地域特性を活かした住宅・住環境の保全と創造

をめざしていく。 

また、核家族化や少子化・高齢化の進行、そして情報化が進む中、家庭・地域におけるコ

ミュニティの衰退等が課題となっている。そのため、若年ファミリー層の定着をめざすとと

もに、子育て世代、高齢者・障害者等、様々な世帯が本市に暮らし続けることができるよう

な年齢バランスに配慮した住まいづくりを進め、コミュニティの活性化を図り、災害に強い

安全な住環境の確保をめざす。 

 

(２) 良好な住宅市街地の整備又は開発の方針 

① 良好な住宅地の環境保全と景観形成 

良好な自然景観と一体となった地域について、地区計画制度等の積極的導入により良好な

住宅地の環境保全と景観形成を推進するものとする。 

② 都市型住宅建設の推進 

大船駅周辺地区の市街地再開発事業と併せて、多世代に対応した都市型住宅建設を図るも

のとする。 

また、深沢地区の土地区画整理事業により、都市型住宅を誘導しさまざまな世代の定住を

図る。 

都市型住宅の建設にあたっては、持続可能な集落の形成や、災害発生時の被害低減を見据

え、さまざまな世代の人々が互いに助け合うコミュニティの形成を目指す。 

③ コミュニティの活性化 

行政、市民、事業者、ＮＰＯ・ボランティア団体が、それぞれの立場を尊重しながら連携

し、協働で課題解決に向けて取り組むことにより、コミュニティの活性化を図る。
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